
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について 

 

【事業所向け留意事項】  

○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について  

  

令和６年報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、 

介護サービス事業所は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を都道府県等に提出 

する必要がある。届出が正しく行われない、または期日から遅れてしまう場合、事業所台 

帳に不備が生じたまま都道府県から国保連合会に提出されることや、提出が審査に間に 

合わないことから、事業所台帳不整備の結果、不当な請求の返戻等につながる恐れがあ 

る。このことから、介護サービス事業所は都道府県等が定める期限までに確実に届出を 

提出するよう留意されたい。  

 

１．届出様式、届出項目に関する留意点  

新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行 

うこと。なお、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要 

件が変更されたものについては、改めて届出を行うこと。（詳細は別紙のとおり）  

 

２．提出の期限等  

令和６年報酬改定における経過措置の終了に係る届出は、提出期限までに確実に都 

道府県等に提出すること。特に新規指定事業所においては、準備期間を考慮して早期 

に対応されたい。 
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（別紙） 

 

「既存のサービス事業所の届出留意事項（令和７年４月）」 

 
項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

１ １１：訪問介護 

１２：訪問入浴介護 

１３：訪問看護 

１４：訪問リハビリテーション 

１７：福祉用具貸与 

６２：介護予防訪問入浴介護 

６３：介護予防訪問看護 

６４：介護予防訪問リハビリテー

ション 

６７：介護予防福祉用具貸与 

７６：定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

７１：夜間対応型訪問介護 

「その他該当する体制等」欄の 

「業務継続計画策定の有無」 

 

「１：減算型」 

「２：基準型」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：減算

型」とみなす。 

２ ２１：短期入所生活介護 

２２：短期入所療養介護 

２３：短期入所療養介護 

２Ａ：短期入所療養介護 

２７：特定施設入居者生活介護(短

期利用型) 

２４：介護予防短期入所生活介護 

２５：介護予防短期入所療養介護 

２６：介護予防短期入所療養介護 

２Ｂ：介護予防短期入所療養介護 

７３：小規模多機能型居宅介護 

６８：小規模多機能型居宅介護（短

期利用型） 

３８：認知症対応型共同生活介護

（短期利用型） 

２８：地域密着型特定施設入居者

生活介護(短期利用型） 

７７：複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護） 

７９：複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護・短期利用型） 

「その他該当する体制等」欄の 

「身体拘束廃止取組の有無」 

 

「１：減算型」 

「２：基準型」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：減算

型」とみなす。 
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

７５：介護予防小規模多機能型居

宅介護 

６９：介護予防小規模多機能型居

宅介護（短期利用型） 

３９：介護予防認知症対応型共同

生活介護（短期利用型） 

３ １１：訪問介護 

１２：訪問入浴介護 

１５：通所介護 

１６：通所リハビリテーション 

２１：短期入所生活介護 

２２：短期入所療養介護 

２３：短期入所療養介護 

２Ａ：短期入所療養介護 

３３：特定施設入居者生活介護 

２７：特定施設入居者生活介護(短

期利用型) 

５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 

５５：介護医療院サービス 

６２：介護予防訪問入浴介護 

６６：介護予防通所リハビリテー

ション 

２４：介護予防短期入所生活介護 

２５：介護予防短期入所療養介護 

２６：介護予防短期入所療養介護 

２Ｂ：介護予防短期入所療養介護 

３５：介護予防特定施設入居者生

活介護 

７６：定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

７１：夜間対応型訪問介護 

７８：地域密着型通所介護 

７２：認知症対応型通所介護 

７３：小規模多機能型居宅介護 

６８：小規模多機能型居宅介護（短

「その他該当する体制等」欄の 

「介護職員等処遇改善加算」 

の 

「Ｂ：加算Ⅴ(１)」 

「Ｃ：加算Ⅴ(２)」 

「Ｄ：加算Ⅴ(３)」 

「Ｅ：加算Ⅴ(４)」 

「Ｆ：加算Ⅴ(５)」 

「Ｇ：加算Ⅴ(６)」 

「Ｈ：加算Ⅴ(７)」 

「Ｊ：加算Ⅴ(８)」 

「Ｋ：加算Ⅴ(９)」 

「Ｌ：加算Ⅴ(１０)」 

「Ｍ：加算Ⅴ(１１)」 

「Ｎ：加算Ⅴ(１２)」 

「Ｐ：加算Ⅴ(１３)」 

「Ｒ：加算Ⅴ(１４)」 

を廃止 

既存届出内容が今回の廃止対象で

ある場合に新たな届出がない場合

は「１：なし」とみなす。 

（注）要件の見直しを踏まえ、新し

い要件に即して届け出を行うよう

留意が必要。 
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

期利用型） 

３２：認知症対応型共同生活介護 

３８：認知症対応型共同生活介護

（短期利用型） 

３６：地域密着型特定施設入居者

生活介護 

２８：地域密着型特定施設入居者

生活介護(短期利用型） 

５４：地域密着型介護老人福祉施

設入居者生活介護 

７７：複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護） 

７９：複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護・短期利用型） 

７４：介護予防認知症対応型通所

介護 

７５：介護予防小規模多機能型居

宅介護 

６９：介護予防小規模多機能型居

宅介護（短期利用型） 

３７：介護予防認知症対応型共同

生活介護 

３９：介護予防認知症対応型共同

生活介護（短期利用型） 

 
  


